
報告第６号 

 

予算の繰越しについて 

 

 

 令和７年度総社市下水道事業会計予算を次のとおり翌年度に繰り越したので，

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により，

これを市議会に報告する。 

 

 

  令和８年６月１２日提出 

 

 

 

                 総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

 

 報告理由 

  三須汚水管埋設（２工区）工事外７件については，諸種の事情で年度内 

完了が見込めないことから，繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したもの

である。 





　　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額 （単位：円）

国庫補助金 企 業 債
損益勘定
留保資金

472,154,800 97,590,000 374,564,800 62,300,000 145,900,000 166,364,800 0 0

　　地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額 （単位：円）

国庫補助金 企 業 債
損益勘定
留保資金

75,296,442 0 75,296,442 0 0 75,296,442 0 0計

資本的支出 建設改良費
総社下水処理場（汚
泥脱水設備）の建設
工事委託

200,800,000 93,800,000 0
資材の調達に不測の日数を要
し，年度内完了が困難なため

107,000,000 58,850,000 48,100,000 50,000 0

下水道事業費用 営業費用
総社三輪汚水幹線排
水不良修繕

53,130,000 0

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

下水道事業費用

令　和　７　年　度　総　社　市　下　水　道　事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説 明

0
地元協議に不測の日数を要し，
年度内完了が困難なため

資本的支出 建設改良費
総社下水処理場外実
施設計業務（LED化）

10,690,000 3,790,000 6,900,000 3,450,000 0 3,450,000 0 0
設計対象箇所の追加に伴い，
年度内完了が困難なため

97,831,800 0 97,800,000 31,800 0資本的支出 建設改良費
三須汚水管埋設（２工
区）工事

97,831,800 0

営業費用
総社三輪汚水幹線排
水不良（溢水対策）委
託業務

0

資機材の調達に不測の日数を
要し，年度内完了が困難なため

158,873,000 0 0 158,873,000 0 0建設改良費
総社三輪汚水幹線排
水不良修繕

158,873,000 0

計

下水道事業費用 営業費用

15,177,042

0
資材の調達に不測の日数を要
し，年度内完了が困難なため

資機材の調達に不測の日数を
要し，年度内完了が困難なため

53,130,000 0 0 53,130,000 0 0

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不用額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要するた
な卸資産の
購入限度額

説 明

15,177,042 0 0 15,177,042 0 0
本体との調整に不測の日数を要
し，年度内完了が困難なため

0
他工事との調整に不測の日数を
要し，年度内完了が困難なため

3,960,000 0 0 3,960,000 0資本的支出 建設改良費
清音浄化センター高
圧ケーブル外取替修
繕

0 6,989,400 0
中央一丁目外人孔更
生工事

6,989,400 0 6,989,400 0

3,960,000 0

資本的支出
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